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【
別
紙
】 

 

議
案
の
訂
正
に
つ
い
て 

 
令
和
七
年
三
重
県
議
会
定
例
会
議
案
（
追
加
提
案
） 

議
案
第
四
十
九
号 

三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る 

条
例
案 

 

（
一
）
十
七
ペ
ー
ジ 

【
訂
正
前
】 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四

項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

二 

（
略
） 
二 

（
略
） 

 

【
訂
正
後
】 

改 
 

正 
 

後 
改 

 

正 
 

前 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四

項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

二 

（
略
） 

二 

（
略
） 
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（
二
）
十
九
ペ
ー
ジ 

【
訂
正
前
】 

第
二
十
七
条
の
う
ち
三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
中 

「 

」 

を 

「 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四

項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四

項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

」 

に
改
め
る
。 

 

【
訂
正
後
】 

第
二
十
七
条
の
う
ち
三
重
県
土
砂
等
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
第
四
十
三
条
の
改
正
規
定
中 

「 

」 

を 

「 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四

項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
五
条
の
二
第
四

項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
（
第

二
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

」 

に
改
め
る
。 

第
四
十
三
条 
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

第
四
十
三
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。 

一 

第
十
五
条
第
五
項
、
第
十
七
条
又
は
第
二
十

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又

は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者 
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議 案 第 2 号 令和6年度三重県一般会計補正予算（第６号）　　　　　　　　　※２月２７日採決

議 案 第 3 号 令和6年度三重県水道事業会計補正予算（第２号）　　　　　　　※２月２７日採決

議 案 第 4 号 令和6年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第３号）　　　　※２月２７日採決

議 案 第 5 号 令和6年度三重県一般会計補正予算（第７号）

議 案 第 6 号 令和6年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 7 号 令和6年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 8 号 令和6年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 9 号 令和6年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 10 号 令和6年度三重県水道事業会計補正予算（第３号）

議 案 第 11 号 令和6年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第２号）

議 案 第 12 号 令和6年度三重県病院事業会計補正予算（第２号）

議 案 第 13 号 令和6年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第４号）

議 案 第 14 号 令和7年度三重県一般会計予算

議 案 第 15 号 令和7年度三重県県債管理特別会計予算

議 案 第 16 号 令和7年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計予算

議 案 第 17 号 令和7年度三重県国民健康保険事業特別会計予算

議 案 第 18 号 令和7年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 19 号 令和7年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計予算

議 案 第 20 号 令和7年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計予算

議 案 第 21 号 令和7年度三重県地方卸売市場事業特別会計予算

議 案 第 22 号 令和7年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 23 号 令和7年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計予算

議 案 第 24 号 令和7年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計予算

議 案 第 25 号 令和7年度三重県港湾整備事業特別会計予算

議 案 第 26 号 令和7年度三重県水道事業会計予算

議 案 第 27 号 令和7年度三重県工業用水道事業会計予算

議 案 第 28 号 令和7年度三重県病院事業会計予算

令和７年定例会 提出議案件名一覧表（２月１７日及び３月４日上程分）

資
料
２

5



議 案 第 29 号 令和7年度三重県流域下水道事業会計予算

議 案 第 30 号 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会

形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例案

議 案 第 31 号 三重県一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例案

議 案 第 32 号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例案

議 案 第 33 号 三重県子ども条例案

議 案 第 34 号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に

関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 35 号 三重県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 36 号 三重県行政機関設置条例の一部を改正する条例案

議 案 第 37 号 三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 38 号 知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例案

議 案 第 39 号 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案

議 案 第 40 号 会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 41 号 語学指導等を行う外国青年の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 42 号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 43 号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 44 号 三重県環境保全基金条例の一部を改正する条例案

議 案 第 45 号 三重県手数料条例の一部を改正する条例案

議 案 第 46 号 三重県試験研究機関関係工業等に係る設備等使用料及び試験等手数料条例の一部を改正する条例案

議 案 第 47 号 三重県県税条例の一部を改正する条例案

議 案 第 48 号 三重県身体障害者総合福祉センター条例の一部を改正する条例案

議 案 第 49 号 三重県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 50 号 水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例等の一部を改正する条例案

議 案 第 51 号 三重県青少年健全育成条例及び差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例の一部を改正する条例案

議 案 第 52 号 三重県飲酒運転〇
ゼロ

をめざす条例の一部を改正する条例案

議 案 第 53 号 公立学校職員定数条例の一部を改正する条例案

議 案 第 54 号 公立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例案
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議 案 第 55 号 公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 56 号 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案

議 案 第 57 号 三重県営松阪野球場条例の一部を改正する条例案

議 案 第 58 号 三重県病院事業条例の一部を改正する条例案

議 案 第 59 号 企業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例案

議 案 第 60 号 病院事業庁企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例案

議 案 第 61 号 三重県警察職員定員条例の一部を改正する条例案

議 案 第 62 号 三重県宅地開発事業の基準に関する条例を廃止する条例案

議 案 第 63 号 包括外部監査契約について

議 案 第 64 号 防災関係建設事業に対する市町の負担について

議 案 第 65 号 農林水産関係建設事業に対する市町の負担について

議 案 第 66 号 土木関係建設事業に対する市町の負担について

議 案 第 67 号 工事請負契約の変更について（防災通信ネットワーク（衛星系）整備工事）

議 案 第 68 号 工事請負契約の変更について（一般国道422号（下地工区）道路改良（下地トンネル（仮称））工事）

議 案 第 69 号 県道の路線廃止について

議 案 第 70 号 ありのままでみえっこプランの策定について

議 案 第 71 号 三重の森林づくり基本計画の変更について

議 案 第 72 号 三重県水産業及び漁村の振興に関する基本計画の変更について

議 案 第 73 号 損害賠償の額の決定及び和解について

議 案 第 74 号 令和6年度三重県一般会計補正予算（第８号）

議 案 第 75 号 令和6年度三重県県債管理特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 76 号 令和6年度地方独立行政法人三重県立総合医療センター資金貸付特別会計補正予算（第１号）

議 案 第 77 号 令和6年度三重県国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

議 案 第 78 号 令和6年度三重県母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第３号）

議 案 第 79 号 令和6年度三重県立子ども心身発達医療センター事業特別会計補正予算（第３号）

議 案 第 80 号 令和6年度三重県就農施設等資金貸付事業等特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 81 号 令和6年度三重県地方卸売市場事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 82 号 令和6年度三重県林業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）
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議 案 第 83 号 令和6年度三重県沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 84 号 令和6年度三重県中小企業者等支援資金貸付事業等特別会計補正予算（第３号）

議 案 第 85 号 令和6年度三重県港湾整備事業特別会計補正予算（第２号）

議 案 第 86 号 令和6年度三重県水道事業会計補正予算（第４号）

議 案 第 87 号 令和6年度三重県工業用水道事業会計補正予算（第３号）

議 案 第 88 号 令和6年度三重県病院事業会計補正予算（第３号）

議 案 第 89 号 令和6年度三重県流域下水道事業会計補正予算（第５号）

議 案 第 90 号 令和7年度三重県一般会計補正予算（第１号）

議 案 第 91 号 三重県新型コロナウイルス感染症対応中小企業者等金融支援臨時基金条例の一部を改正する条例案

議 案 第 92 号 防災関係建設事業に対する市町等の負担について

議 案 第 93 号 農林水産関係建設事業に対する市町の負担について

議 案 第 94 号 土木関係建設事業に対する市町の負担について

議 案 第 95 号 工事請負契約について（盲学校・聾学校建築工事）

議 案 第 96 号 工事請負契約について（盲学校・聾学校電気設備工事）

議 案 第 97 号 工事請負契約について（盲学校・聾学校機械設備工事）

議 提 議 案 第 １ 号 三重県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案
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令和７年定例会２月定例月会議 請願審査結果一覧表 

区 分 総 数 採 択 一部採択 不採択 審査中 継続審査 審議未了 その他 

新規分 １ １       

審査中分         

計 １ １       

 

（請願） 

（新規分） 

所管 

委員会 

受理 

番号 
件       名 提  出  者 紹介議員 審査結果 

処理経過及び結果の 

報告を求めるもの 

教育警

察 
請 36 

フリースクールに通う子ども

の保護者に対する助成制度拡

大について 

四日市市西松本町 25－18 

 サウスヒルズ 111号 

三重こどもの未来をつなぐ会 

 代表 白村 春佳 

 

ほか７名 

龍神 啓介 

辻󠄀内 裕也 

荊原 広樹 

吉田 紋華 

石垣 智矢 

芳野 正英 

中瀬 信之 

山内 道明 

村林  聡 

小島 智子 

長田 隆尚 

採択 ○ 

 

 

資
料
３

 

9



 

10



 

三重県議会個人情報保護条例の一部を改正する条例案について 

 

第１ 条例改正の内容 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律の一部改正等に伴い、規定を整理するものである。 

 

 

第２ 施行期日 

令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料４ 
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議
提
議
案
第
二
号 

 
 

 

三
重
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

右 
提 

出 

す 

る
。 

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

提
出
者 

 

野
村 

保
夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

倉
本 

崇
弘 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

村
林 

聡 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
根 

正
典 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小
島 

智
子 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

藤
田 

宜
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

服
部 

富
男 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

中
嶋 

年
規 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
谷 

哲
央 

三
重
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

三
重
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
（
令
和
五
年
三
重
県
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

九 

特
定
個
人
情
報 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
。
第
十
二
条
第
五
項
に
お
い
て
「
番
号
法
」
と

い
う
。
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人

情
報
を
い
う
。 

 

十
・
十
一 

（
略
） 

 

（
利
用
及
び
提
供
の
制
限
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

保
有
特
定
個
人
情
報
（
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、

又
は
取
得
し
た
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
職
員

が
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
議
会
が
保

有
し
て
い
る
も
の
で
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

 

一
～
八 

（
略
） 

九 

特
定
個
人
情
報 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定

の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八

項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。 

 

 

十
・
十
一 

（
略
） 

 

（
利
用
及
び
提
供
の
制
限
） 

第
十
二
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

保
有
特
定
個
人
情
報
（
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、

又
は
取
得
し
た
特
定
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
職
員

が
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
議
会
が
保

有
し
て
い
る
も
の
で
、
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い

1
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る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と

し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
三
十
九

条
第
一
項

第
一
号 

又

は

第

十

二

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

違

反

し

て

利

用

さ

れ

て

い

る

と

き 

第
十
二
条
第
五

項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
条

第
一
項
及
び
第

二
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に

違
反
し
て
利
用

さ
れ
て
い
る
と

き
、
番
号
法
第
二

十
条
の
規
定
に

違
反
し
て
収
集

さ
れ
、
若
し
く
は

保
管
さ
れ
て
い

る
と
き
又
は
番

号
法
第
二
十
九

条
の
規
定
に
違

反
し
て
作
成
さ

れ
た
特
定
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル

（
番
号
法
第
二

条
第
十
項
に
規

定
す
る
特
定
個

人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
い
う
。
）
に

記
録
さ
れ
て
い

る
と
き 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
十
七
条 

議
長
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

議
会
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
議
長

が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
（
第
三
項
に
お

る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
し
て
は
、
第
二
項
第
二
号

か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
三
十
条
の
規
定
は
適
用

し
な
い
も
の
と
し
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
三
十
九

条
第
一
項

第
一
号 

又

は

第

十

二

条

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

違

反

し

て

利

用

さ

れ

て

い

る

と

き 

第
十
二
条
第
五

項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
同
条

第
一
項
及
び
第

二
項
（
第
一
号
に

係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に

違
反
し
て
利
用

さ
れ
て
い
る
と

き
、
番
号
法
第
二

十
条
の
規
定
に

違
反
し
て
収
集

さ
れ
、
若
し
く
は

保
管
さ
れ
て
い

る
と
き
又
は
番

号
法
第
二
十
九

条
の
規
定
に
違

反
し
て
作
成
さ

れ
た
特
定
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル

（
番
号
法
第
二

条
第
九
項
に
規

定
す
る
特
定
個

人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
い
う
。
）
に

記
録
さ
れ
て
い

る
と
き 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
十
七
条 

議
長
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

議
会
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
議
長

が
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
帳
簿
（
以
下
「
個
人
情

1
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い
て
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
」
と
い
う
。
）
を
作

成
し
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル 

イ 

議
会
の
議
員
若
し
く
は
議
員
で
あ
っ
た
者

又
は
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ

の
人
事
、
議
員
報
酬
、
給
与
若
し
く
は
報
酬

若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
議

長
が
行
う
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
個
人

情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
。
） 

 
 

ロ
～
ト 

（
略
） 

 

二
～
三 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
開
示
請
求
権
） 

第
十
八
条 

何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有

個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代

理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
「
代

理
人
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前

項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請

求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
訂
正
請
求
の
手
続
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

議
長
は
、
訂
正
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
訂
正
請
求
を
し
た
者
（
以
下

「
訂
正
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期

間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

（
利
用
停
止
等
請
求
権
） 

第
三
十
九
条 

何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有

個
人
情
報
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

報
フ
ァ
イ
ル
簿
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
公
表
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
～
九 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

一 

次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル 

イ 

議
会
の
議
員
若
し
く
は
議
員
で
あ
っ
た
者

又
は
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ

の
人
事
、
議
員
報
酬
、
給
与
又
は
報
酬
、
福
利

厚
生
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
議
長
が
行
う
職

員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
を
含
む
。
） 

 
 

ロ
～
ト 

（
略
） 

 

二
～
三 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
開
示
請
求
権
） 

第
十
八
条 

何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
議
会
の
保
有
す
る
自
己
を

本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

未
成
年
者
若
し
く
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代

理
人
又
は
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
以
下
こ

の
章
に
お
い
て
「
代
理
人
」
と
総
称
す
る
。
）
は
、

本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
の
請

求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

（
訂
正
請
求
の
手
続
） 

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

議
長
は
、
訂
正
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
訂
正
請
求
を
し
た
者
（
以
下

こ
の
章
に
お
い
て
「
訂
正
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
利
用
停
止
等
請
求
権
） 

第
三
十
九
条 

何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有

個
人
情
報
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

1
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ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措

置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
保

有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の

停
止
（
以
下
「
利
用
停
止
等
」
と
い
う
。
）
に
関
し

て
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
手
続
が
定
め

ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
利
用
停
止
等
請
求
の
手
続
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

議
長
は
、
利
用
停
止
等
請
求
書
に
形
式
上
の
不

備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
停
止
等
請
求

を
し
た
者
（
以
下
「
利
用
停
止
等
請
求
者
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補

正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
適
用
除
外
） 

第
四
十
八
条 

保
有
個
人
情
報
（
不
開
示
情
報
を
専

ら
記
録
す
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
、
ま
だ
分
類
そ
の
他
の
整
理
が
行

わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
同
一
の
利
用
目
的
に
係

る
も
の
が
著
し
く
大
量
に
あ
る
た
め
そ
の
中
か
ら

特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
検
索
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
も
の
は
、
前
章
（
第
四
節
を
除
く
。
）

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
保
有
さ
れ

て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

（
開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情

報
の
提
供
等
） 

第
四
十
九
条 

議
長
は
、
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
又
は

利
用
停
止
等
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
開
示

請
求
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
れ

ぞ
れ
容
易
か
つ
的
確
に
開
示
請
求
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
保
有
個
人
情
報
の
特
定
に
資
す

る
情
報
の
提
供
そ
の
他
開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と

す
る
者
の
利
便
を
考
慮
し
た
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 

ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措

置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
保

有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の

停
止
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
停
止
等
」
と

い
う
。
）
に
関
し
て
他
の
法
令
の
規
定
に
よ
り
特
別

の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
利
用
停
止
等
請
求
の
手
続
） 

第
四
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

議
長
は
、
利
用
停
止
等
請
求
書
に
形
式
上
の
不

備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
利
用
停
止
等
請
求

を
し
た
者
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
停
止
等

請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定

め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
適
用
除
外
） 

第
四
十
八
条 

保
有
個
人
情
報
（
不
開
示
情
報
を
専

ら
記
録
す
る
公
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

限
る
。
）
の
う
ち
、
ま
だ
分
類
そ
の
他
の
整
理
が
行

わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
、
同
一
の
利
用
目
的
に
係

る
も
の
が
著
し
く
大
量
に
あ
る
た
め
そ
の
中
か
ら

特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
検
索
す
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
も
の
は
、
第
四
章
（
第
四
節
を
除

く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
保
有

さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情

報
の
提
供
等
） 

第
四
十
九
条 

議
長
は
、
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
又
は

利
用
停
止
等
請
求
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
開
示

請
求
等
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
れ

ぞ
れ
容
易
か
つ
的
確
に
開
示
請
求
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
保
有
個
人
情
報
の
特
定
そ
の
他

開
示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考
慮

し
た
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

1
6



提
案
理
由 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

等
に
伴
い
、
規
定
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

  

1
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三重県議会会議規則の一部を改正する規則案について 

 

 

第１ 規則改正の内容 

 請願、公聴会に出席して意見を述べようとする者の申出等について、電子

情報処理組織を使用する方法等によりすることを可能とするとともに、会議

時間の繰下げ又は延長を柔軟にすることができるようにするための規定等

を整備するものである。 

 

 

第２ 施行期日 

 令和７年４月１日から施行する。 

 

資料５ 

19



 

20



議
提
議
案
第
三
号 

 
 

 

三
重
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
案 

 

右 
提 

出 

す 

る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提
出
者 

 

議
会
運
営
委
員
長 

田 

中 

智 

也 
 

 

 
 

 

三
重
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

三
重
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
三
重
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

目
次 

目
次 

第
一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
一
章
・
第
二
章 

（
略
） 

第
三
章 

議
事
日
程
（
第
十
七
条―

第
十
八
条

の
二
） 

第
三
章 

議
事
日
程
（
第
十
七
条―

第
十
八
条

の
二
） 

第
十
七
条 

（
日
程
の
作
成
及
び
配
付
等
） 

第
十
七
条 

（
日
程
の
作
成
及
び
配
付
） 

第
十
八
条
・
第
十
八
条
の
二 

（
略
） 

第
十
八
条
・
第
十
八
条
の
二 

（
略
） 

第
四
章
～
第
八
章 

（
略
） 

第
四
章
～
第
八
章 

（
略
） 

第

九

章 

請

願

（

第

六

十

七

条―

第

七

十

二

条
） 

第

九

章 

請

願

（

第

六

十

七

条―

第

七

十

二

条
） 

第
六
十
七
条 

（
請
願
の
方
法
等
） 

 

第
六
十
七
条
の
二 

（
請
願
書
の
提
出
） 

第
六
十
七
条 

（
請
願
書
の
記
載
事
項
） 

第
六
十
七
条
の
三 

（
電
子
情
報
処
理
組
織

に
よ
る
請
願
） 

 

第
六
十
七
条
の
四 

（
請
願
の
紹
介
の
取
消

し
） 

第
六
十
七
条
の
二 

（
請
願
の
紹
介
の
取
消

し
） 

第
六
十
八
条
～
第
七
十
一
条 

（
略
） 

第
六
十
八
条
～
第
七
十
一
条 

（
略
） 

第
七
十
二
条 

（
陳
情
の
処
理
） 

第
七
十
二
条 

（
陳
情
書
の
処
理
） 

第
十
章 

公
聴
会
及
び
参
考
人
（
第
七
十
三
条

―

第
八
十
条
） 

第
十
章 

公
聴
会
及
び
参
考
人
（
第
七
十
三
条

―

第
八
十
条
） 

第
七
十
三
条
～
第
七
十
七
条 

（
略
） 

第
七
十
三
条
～
第
七
十
七
条 

（
略
） 

第
七
十
八
条 

（
代
理
人
又
は
文
書
等
に
よ

る
意
見
の
陳
述
） 

第
七
十
八
条 

（
代
理
人
又
は
文
書
に
よ
る

意
見
の
陳
述
） 

第
七
十
九
条
・
第
八
十
条 

（
略
） 

第
七
十
九
条
・
第
八
十
条 

（
略
） 

第
十
一
章
～
第
十
四
章 

（
略
） 

第
十
一
章
～
第
十
四
章 

（
略
） 

第
十
五
章 

会
議
録
（
第
九
十
九
条―

第
百
二

条
） 

第
十
五
章 

会
議
録
（
第
九
十
九
条―

第
百
二

条
） 

第
九
十
九
条 

（
略
） 

第
九
十
九
条 

（
略
） 

2
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第
百
条 

（
会
議
録
の
配
付
等
） 

第
百
条 

（
会
議
録
の
配
付
） 

第
百
一
条
・
第
百
二
条 

（
略
） 

第
百
一
条
・
第
百
二
条 

（
略
） 

第
十
六
章
～
第
十
八
章 

（
略
） 

第
十
六
章
～
第
十
八
章 

（
略
） 

附
則 

附
則 

（
会
議
時
間
） 

（
会
議
時
間
） 

第
五
条 

会
議
時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
と
す
る
。 

第
五
条 

会
議
時
間
は
、
午
前
十
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
議
決
が
あ
っ
た
と

き

又

は

議

長

が

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は
、
繰
上
げ
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、

会
議
に
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間
を

繰
り
上
げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
討
論
を
用
い

な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
決
め
る
。 

２ 

会

議

時

間

の

繰

上

げ

又

は

延

長

の

動

議

に

つ
い
て
は
、
議
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会

議
に
諮
っ
て
決
め
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
会

議

中

で

な

い

場

合

で

あ

っ

て

緊

急

を

要

す

る

と

き

そ

の

他

の

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と
き
は
、
議
員
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会

議
時
間
を
繰
り
上
げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

４ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
議
案
の
提
出
） 

（
議
案
の
提
出
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

議
長
は
、
前
二
項
の
議
案
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
れ
を
印
刷
し
て
議
員
に
配
付
し
、

又

は

当

該

議

案

に

記

載

さ

れ

た

事

項

を

記

録

し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式

そ

の

他

人

の

知

覚

に

よ

っ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方

式

で

作

ら

れ

た

記

録

で

あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用

に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

議
員
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

議
長
は
、
前
二
項
の
議
案
の
提
出
を
受
け
た

と
き
は
、
こ
れ
を
印
刷
し
て
議
員
に
配
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
日
程
の
作
成
及
び
配
付
等
） 

（
日
程
の
作
成
及
び
配
付
） 

第
十
七
条 

議
長
は
、
議
事
日
程
を
作
成
し
て
、

あ
ら
か
じ
め
議
員
に
こ
れ
を
配
付
し
、
又
は
当

該

議

事

日

程

に

記

載

さ

れ

た

事

項

を

記

録

し

た
電
磁
的
記
録
を
提
供
す
る
。 

第
十
七
条 

議
長
は
、
議
事
日
程
を
作
成
し
、
あ

ら
か
じ
め
議
員
に
配
付
す
る
。 

2
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２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 
議
長
は
、
前
項
の
事
項
を
議
場
で
宣
告
し
、

議

事

日

程

の

配

付

又

は

こ

れ

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記

録

の

提

供

に

代

え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

議
長
は
、
前
項
の
事
項
を
議
場
で
宣
告
し
、

日
程
の
配
付
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
員
長
及
び
少
数
意
見
の
報
告
） 

（
委
員
長
及
び
少
数
意
見
の
報
告
） 

第

三

十

一

条 

委

員

会

の

審

査

又

は

調

査

し

た

事
件
が
議
題
と
な
っ
た
と
き
は
、
委
員
長
が
そ

の
経
過
及
び
結
果
を
報
告
す
る
。 

第

三

十

一

条 

委

員

会

の

審

査

又

は

調

査

し

た

事
件
が
議
題
と
な
っ
た
と
き
は
、
委
員
長
が
そ

の
経
過
及
び
結
果
を
報
告
を
す
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
報
告
は
、
議
長
に
お
い
て
委
員
会

の

報

告

書

若

し

く

は

少

数

意

見

報

告

書

を

配

付
し
、
若
し
く
は
当
該
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た

事
項
を
記
録
し
た
電
磁
的
記
録
を
提
供
し
、
又

は
そ
の
要
旨
を
朗
読
し
た
と
き
は
、
省
略
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
報
告
は
、
議
長
に
お
い
て
委
員
会

の

報

告

書

若

し

く

は

少

数

意

見

報

告

書

を

配

付
し
、
又
は
そ
の
要
旨
を
朗
読
し
た
と
き
は
、

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

（
発
言
の
通
告
） 

（
発
言
の
通
告
） 

第

三

十

九

条 

会

議

に

お

い

て

発

言

し

よ

う

と

す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
発
言
通
告
書

又

は

こ

れ

に

記

載

す

べ

き

事

項

を

記

録

し

た

電
磁
的
記
録
で
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
議
事
進
行
に
関
す
る
発
言
、
一
身
上

の

弁

明

そ

の

他

緊

急

を

要

す

る

場

合

及

び

発

言

を

通

告

し

た

者

が

全

て

発

言

を

終

わ

っ

た

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

第

三

十

九

条 

会

議

に

お

い

て

発

言

し

よ

う

と

す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
議
長
に
発
言
通
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
議

事
進
行
に
関
す
る
発
言
、
一
身
上
の
弁
明
そ
の

他

緊

急

を

要

す

る

場

合

及

び

発

言

を

通

告

し

た
者
が
全
て
発
言
を
終
わ
っ
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

（
質
問
） 

（
質
問
） 

第
四
十
二
条
の
二 

（
略
） 

第
四
十
二
条
の
二 

（
略
） 

２ 

質
問
者
は
、
議
長
の
定
め
た
期
間
内
に
、
議

長

に

そ

の

要

旨

を

文

書

又

は

電

磁

的

記

録

で

通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

質
問
者
は
、
議
長
の
定
め
た
期
間
内
に
、
議

長

に

そ

の

要

旨

を

文

書

で

通

告

し

な

け

れ

ば

な
ら
な
い
。 

（
表
決
の
順
序
処
理
） 

（
表
決
の
順
序
処
理
） 

第
六
十
六
条 

（
略
） 

第
六
十
六
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

同
一
の
議
題
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
数
個
の

修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
が
表
決

の
順
序
を
定
め
る
。
そ
の
順
序
は
、
原
案
に
最

３ 

同
一
の
議
題
に
つ
い
て
、
議
員
か
ら
数
個
の

修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長
が
表
決

の
順
序
を
定
め
る
。
そ
の
順
序
は
、
原
案
に
最
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も

遠

い

も

の

か

ら

先

に

表

決

を

採

る

。

た

だ

し
、
表
決
の
順
序
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き

は
、
議
長
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮

っ
て
決
め
る
。 

も

遠

い

も

の

か

ら

先

に

表

決

を

採

る

。

た

だ

し
、
表
決
の
順
序
に
つ
い
て
出
席
議
員
三
人
以

上
か
ら
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
議
長
は
、
討
論

を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
っ
て
決
め
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

４
・
５ 

（
略
） 

第
九
章 

請
願 

第
九
章 

請
願 

（
請
願
の
方
法
等
） 

 

第
六
十
七
条 

請
願
は
、
次
の
方
法
に
よ
り
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

請
願
書
を
提
出
す
る
方
法 

 

二 

法

第

百

三

十

八

条

の

二

第

一

項

の

規

定

に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組

織
（
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
同

項
に
規
定
す
る
電
子
計
算
機
を
い
う
。
以
下

こ

の

号

並

び

に

第

六

十

七

条

の

三

第

一

項

及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
請
願
し

よ

う

と

す

る

者

の

使

用

に

係

る

電

子

計

算

機

と

を

電

気

通

信

回

線

で

接

続

し

た

電

子

情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
を
使
用
す
る
方

法 

 

２ 

請
願
は
、
平
穏
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
請
願
書
の
提
出
） 

（
請
願
書
の
記
載
事
項
） 

第

六

十

七

条

の

二 

前

条

第

一

項

第

一

号

の

方

法
に
よ
り
請
願
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
邦
文
を

用
い
、
請
願
の
趣
旨
及
び
年
月
日
並
び
に
当
該

請
願
し
よ
う
と
す
る
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法

人

そ

の

他

の

団

体

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

所

在

地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
を
記
載
し
た

請

願

書

を

議

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。 

第
六
十
七
条 

請
願
書
は
、
邦
文
を
用
い
、
請
願

の
趣
旨
、
提
出
年
月
日
並
び
に
請
願
者
の
住
所

及

び

氏

名

（

法

人

そ

の

他

の

団

体

に

あ

っ

て

は
、
そ
の
所
在
地
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

を
記
載
し
、
請
願
者
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
）
が
署
名
又
は
記
名

押
印
の
上
、
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
願
を
紹
介

す
る
議
員
は
、
当
該
請
願
書
に
署
名
し
、
又
は

記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

請
願
書
に
は
、
紹
介
議
員
の
署
名
又
は
記
名

押
印
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

請
願
書
の
提
出
の
手
続
は
、
平
穏
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
請
願
） 

 

第
六
十
七
条
の
三 

第
六
十
七
条
第
一
項
第
二
号
の

方
法
に
よ
り
請
願
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
議
長
の
定
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め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
の
指
定
す
る
電
子
計
算

機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
べ
き
事
項

又
は
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
請
願
書
に
記
載
す

べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
請
願
し
よ

う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
か
ら
入

力
し
て
、
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
送
信

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
請
願
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

議
長
の
指
定
す
る
方
法
に
よ
り
当
該
請
願
者
を
確

認
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
請
願
が
同
項
に

規
定
す
る
議
長
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
と
き
は
、
議
長

は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を

書
面
に
出
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
請
願
を
紹
介
す

る
議
員
は
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
に
署
名
し
、
又

は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
六
十
七
条
の
四 

（
略
） 

第
六
十
七
条
の
二 
（
略
） 

（
請
願
文
書
表
） 

（
請
願
文
書
表
） 

第
六
十
八
条 

議
長
は
、
請
願
文
書
表
を
作
成
し

て
、
議
員
に
こ
れ
を
配
付
し
、
又
は
当
該
請
願

文

書

表

に

記

載

さ

れ

た

事

項

を

記

録

し

た

電

磁
的
記
録
を
提
供
す
る
。 

第

六

十

八

条 

議

長

は

、

請

願

文

書

表

を

作

成

し
、
議
員
に
配
付
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

（
請
願
の
委
員
会
付
託
） 

（
請
願
の
委
員
会
付
託
） 

第
六
十
九
条 

議
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
配
付
又
は
提
供
と
と
も
に
、
請
願
を
所
管

の

常

任

委

員

会

又

は

議

会

運

営

委

員

会

に

付

託
す
る
。
た
だ
し
、
常
任
委
員
会
に
係
る
請
願

は
、
議
会
の
議
決
で
特
別
委
員
会
に
付
託
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
九
条 

議
長
は
、
請
願
文
書
表
の
配
付
と

と
も
に
、
請
願
を
所
管
の
常
任
委
員
会
又
は
議

会
運
営
委
員
会
に
付
託
す
る
。
た
だ
し
、
常
任

委
員
会
に
係
る
請
願
は
、
議
会
の
議
決
で
特
別

委
員
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

請

願

の

内

容

が

二

以

上

の

委

員

会

の

所

管

に
属
す
る
場
合
は
、
二
以
上
の
請
願
が
さ
れ
た

も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
に
付
託

す
る
。 

３ 

請

願

の

内

容

が

二

以

上

の

委

員

会

の

所

管

に
属
す
る
場
合
は
、
二
以
上
の
請
願
が
提
出
さ

れ
た
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
に

付
託
す
る
。 

（
陳
情
の
処
理
） 

（
陳
情
書
の
処
理
） 
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第

七

十

二

条 

陳

情

又

は

こ

れ

に

類

す

る

も

の

で
、
議
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
も
の
は
、

請
願
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す
る
。 

第

七

十

二

条 

陳

情

書

又

は

こ

れ

に

類

す

る

も

の

で

、

議

長

が

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

も

の

は
、
請
願
書
の
例
に
よ
り
処
理
す
る
も
の
と
す

る
。 

（
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
） 

（
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
） 

第

七

十

四

条 

公

聴

会

に

出

席

し

て

意

見

を

述

べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
書
又
は
電
磁
的
記
録

で

あ

ら

か

じ

め

そ

の

理

由

の

概

要

及

び

案

件

に
対
す
る
賛
否
を
、
議
長
に
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
案
件
に
対
す
る
賛
否
を

求
め
な
い
案
件
に
あ
っ
て
は
、
賛
否
に
代
え
、

意
見
の
概
要
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第

七

十

四

条 

公

聴

会

に

出

席

し

て

意

見

を

述

べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
書
で
あ
ら
か
じ
め
そ

の
理
由
の
概
要
及
び
案
件
に
対
す
る
賛
否
を
、

議

長

に

申

し

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し
、
案
件
に
対
す
る
賛
否
を
求
め
な
い
案
件
に

あ
っ
て
は
、
賛
否
に
代
え
、
意
見
の
概
要
を
申

し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
代
理
人
又
は
文
書
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
） 

（
代
理
人
又
は
文
書
に
よ
る
意
見
の
陳
述
） 

第
七
十
八
条 

公
述
人
は
、
代
理
人
に
意
見
を
述

べ
さ
せ
、
又
は
文
書
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
で

意

見

を

提

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

た

だ

し
、
議
長
が
特
に
許
可
し
た
場
合
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

第
七
十
八
条 

公
述
人
は
、
代
理
人
に
意
見
を
述

べ
さ
せ
、
又
は
文
書
で
意
見
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
議
長
が
特
に
許
可
し

た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

（
会
議
録
の
配
付
等
） 

（
会
議
録
の
配
付
等
） 

第
百
条 

会
議
録
は
、
印
刷
し
、
又
は
当
該
会
議

録

に

記

載

さ

れ

た

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記
録
を
作
成
し
て
、
議
員
及
び
関
係
機
関
に
配

付
し
、
又
は
提
供
す
る
。 

第
百
条 

会
議
録
は
、
印
刷
し
、
又
は
当
該
会
議

録

に

記

載

さ

れ

た

事

項

を

記

録

し

た

電

磁

的

記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の

知

覚

に

よ

っ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子

計

算

機

に

よ

る

情

報

処

理

の

用

に

供

さ

れ

る

も
の
を
い
う
。
）
を
作
成
し
て
、
議
員
及
び
関

係
機
関
に
配
付
し
、
又
は
提
供
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

提
案
理
由 

 

請
願
、
公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
等
に
つ
い
て
、
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
す
る
方
法
等
に
よ
り
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
等
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ

が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 
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三重県議会委員会条例の一部を改正する条例案について 

 

 

 

第１ 条例改正の内容 

  公聴会に出席して意見を述べようとする者の申出等について、電磁的記

録による申出等を可能とするための規定を整備するものである。 

 

 

第２ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料６ 

27



 

28



議
提
議
案
第
四
号 

 
 

 

三
重
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

 

右 
提 

出 

す 

る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提
出
者 

 

議
会
運
営
委
員
長 

田 

中 

智 

也 
 

 

 
 

 

三
重
県
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

三
重
県
議
会
委
員
会
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
三
重
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正

す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

目
次 

目
次 

第
一
条
～
第
二
十
五
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
二
十
五
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条 

（
代
理
人
又
は
文
書
等
に
よ
る

意
見
の
陳
述
） 

第
二
十
六
条 

（
代
理
人
又
は
文
書
に
よ
る
意

見
の
陳
述
） 

第
二
十
六
条
の
二
～
第
二
十
九
条 

（
略
） 

第
二
十
六
条
の
二
～
第
二
十
九
条 

（
略
） 

附
則 

附
則 

（
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
） 

（
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
） 

第

二

十

二

条 

公

聴

会

に

出

席

し

て

意

見

を

述

べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
書
又
は
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚

に

よ

っ

て

は

認

識

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算

機

に

よ

る

情

報

処

理

の

用

に

供

さ

れ

る

も

の

を
い
う
。
第
二
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で

あ

ら

か

じ

め

そ

の

理

由

の

概

要

及

び

案

件

に

対
す
る
賛
否
を
、
そ
の
委
員
会
に
申
し
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
案
件
に
対
す
る
賛

否
を
求
め
な
い
案
件
に
あ
っ
て
は
、
賛
否
に
代

え
、
意
見
の
概
要
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第

二

十

二

条 

公

聴

会

に

出

席

し

て

意

見

を

述

べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
文
書
で
あ
ら
か
じ
め
そ

の
理
由
の
概
要
及
び
案
件
に
対
す
る
賛
否
を
、

そ
の
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
案
件
に
対
す
る
賛
否
を
求
め
な
い
案

件
に
あ
っ
て
は
、
賛
否
に
代
え
、
意
見
の
概
要

を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
代
理
人
又
は
文
書
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
） 

（
代
理
人
又
は
文
書
に
よ
る
意
見
の
陳
述
） 

第
二
十
六
条 

公
述
人
は
、
代
理
人
に
意
見
を
述

べ
さ
せ
、
又
は
文
書
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
で

意

見

を

提

示

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

た

だ

し
、
委
員
会
が
特
に
許
可
し
た
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

第
二
十
六
条 

公
述
人
は
、
代
理
人
に
意
見
を
述

べ
さ
せ
、
又
は
文
書
で
意
見
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
特
に
許
可

し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

2
9



 
こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

提
案
理
由 

 

公
聴
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
の
申
出
等
に
つ
い
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
る
申
出
等

を
可
能
と
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
議
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

3
0



 

令和7年三重県議会定例会提出予定議案概要（追加提案・その3） 

区   分 件    名 概    要 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 予   算    ‐件   
 議案  4件 
 

  条 例 案       ‐件 
  その他議案        4件  
  認   定       ‐件 
  報   告       ‐件 
  提   出        ‐件 
      計            4件 
 

 

◎その他議案 
      （4件） 
 

  総務部 
 
 

 
 
【議案第 98 号】 
副知事の選任につき同意
を得るについて 
 
 
 
【議案第 99 号】 
教育委員会委員の選任に
つき同意を得るについて 
 
 
 
 
【議案第 100 号】 
監査委員の選任につき同
意を得るについて 
 
 
 
【議案第 101 号】 
海区漁業調整委員会委員
の選任につき同意を得る
について 
 

 

 

 
副知事に次の者を選任するにあたり、地方自治法第162条

の規定に基づき同意を得るもの 
 
 津   市             服 部   浩 
 
 
教育委員会委員に次の者を選任するにあたり、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき同
意を得るもの 
 
 津   市             横 山 史 子 
 
 
監査委員に次の者を選任するにあたり、地方自治法第196

条第1項の規定に基づき同意を得るもの 
 
 津   市             村 上   亘 
 
 
海区漁業調整委員会委員に次の者を選任するにあたり、漁

業法第138条第1項の規定に基づき同意を得るもの 
 
 鈴 鹿 市             矢 田 和 夫 
 鳥 羽 市             木 下 和 行 
 鳥 羽 市             濱 口 利 貴 
 志 摩 市             淺 井 利 一 
 志 摩 市             田 邊 善 郎 
 度会郡南伊勢町           辻 本 寛 一 
 北牟婁郡紀北町           小 川 和 久 
 尾 鷲 市             濵 田 浩 孝 
 熊 野 市             濱 中 一 茂 
 多気郡明和町            千 田 良 仁 
 伊 勢 市             松 田 浩 一 
 津   市             倉 島   彰 
 度会郡玉城町            奥 村 卓 二 
 愛知県碧南市            木 村 那津子 
 桑 名 市             中 川 かおり 
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議 員 派 遣 一 覧 表 

 

１ 第９回全国自治体議会改革推進シンポジウム 

 

（１）派遣目的 

人口減少と少子高齢化が進展するとともに、住民ニーズや地域課題が多

様化・複雑化する中、多様な人材の活躍等による自治体議会の活性化を図

るため、自治体議会議員が集まり具体的な取組事例や今後の展開等につい

て意見交換し交流・連携を行うことで更なる議会改革の推進に資すること

を目的として開催するシンポジウムに出席する。 

（２）派遣場所  三重県四日市市 

（３）派遣期間  令和７年３月２６日  １日間 

（４）派遣議員 

     龍神 啓介 議員  辻󠄀内 裕也  議員   松浦 慶子 議員 

    荊原 広樹 議員  伊藤 雅慶 議員  世古  明 議員 

    吉田 紋華 議員  石垣 智矢 議員  山崎  博 議員 

    野村 保夫 議員  田中 祐治 議員  芳野 正英 議員 

   川口  円 議員  喜田 健児 議員  中瀬 信之 議員  

   平畑  武 議員  中瀬古初美 議員  廣 耕太郎 議員   

倉本 崇弘 議員  山内 道明  議員    野口  正  議員  

谷川 孝栄 議員   石田 成生 議員  村林  聡 議員  

 田中 智也 議員   藤根 正典 議員  小島 智子 議員   

森野 真治 議員  杉本 熊野 議員    藤田 宜三 議員   

東   豊 議員  長田 隆尚 議員    今井 智広 議員   

服部 富男 議員   津田 健児 議員    中嶋 年規 議員   

青木 謙順 議員  中森 博文 議員    山本 教和 議員   

西場 信行 議員  中川 正美 議員    日沖 正信 議員   

舟橋 裕幸 議員   三谷 哲央 議員   
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３月２１日の議事予定 
 

開 議 

諸報告   ・議案訂正の申出について 

      ・付託議案審査報告書並びに請願審査結果報告書の提出について 

      ・議提議案並びに議案の配付について 

      ・財政的援助団体等の監査結果の配付について 

 

日程第１  議案訂正の件 
 

（休憩）  環境生活農林水産常任委員会 

議会運営委員会 

 
 諸報告  ・付託議案審査報告書の提出について 

       

日程第２  議案第５号から議案第４８号まで及び議案第５０号から

議案第９７号まで並びに議提議案第１号 

〔委員長報告、討論、採決〕 

 

日程第３  請願の件 

〔討論、採決〕 

 

日程第４  議提議案第２号から議提議案第４号まで 

      〔採決〕 

 

日程第５  議案第９８号から議案第１０１号まで 

〔提案説明、採決〕 

 

日程第６  議員派遣の件 

 
休会の件 

散 会 

 
委員長会議 

第２回議員勉強会 

海外政務活動報告会 
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常任委員会､予算決算常任委員会分科会 開催順序（案） 
 

【令和７年】 

●５月  常任委員会（所管事項説明） 

5/22(木) 総務地域連携交通 環境生活農林水産 

5/23(金) 防災県土整備企業 医療保健子ども福祉病院 

5/26(月) 政策企画雇用経済観光 教育警察 
 
●６月  常任委員会・予算決算常任委員会分科会（同日開催） 

6/18(水) 政策企画雇用経済観光（政・観） 防災県土整備企業（防） 医療保健子ども福祉病院(医) 

6/19(木) 総務地域連携交通（地） 環境生活農林水産（農） 教育警察（教） 

6/20(金) 政策企画雇用経済観光（雇） 防災県土整備企業（県・企） 医療保健子ども福祉病院(子･病) 

6/23(月) 総務地域連携交通（総） 環境生活農林水産（環） 教育警察（警） 

 
●10月  常任委員会・予算決算常任委員会分科会（同日開催） 

10/14(火) 政策企画雇用経済観光（雇） 環境生活農林水産（環） 医療保健子ども福祉病院(医) 

10/15(水) 総務地域連携交通（地） 防災県土整備企業（県・企） 教育警察（警） 

10/16(木) 政策企画雇用経済観光（政・観） 環境生活農林水産（農） 医療保健子ども福祉病院(子･病) 

10/17(金) 総務地域連携交通（総） 防災県土整備企業（防） 教育警察（教） 
 

●11月 予算決算常任委員会分科会（単独開催） 

11/６(木) 政策企画雇用経済観光 環境生活農林水産 教育警察 

11/７(金) 総務地域連携交通 防災県土整備企業 医療保健子ども福祉病院 
 
●12月 常任委員会・予算決算常任委員会分科会（同日開催） 

12/10(水) 政策企画雇用経済観光（政・観） 防災県土整備企業（防） 教育警察（教） 

12/11(木) 総務地域連携交通（地） 環境生活農林水産（農） 医療保健子ども福祉病院(医)  

12/12(金) 政策企画雇用経済観光（雇） 防災県土整備企業（県・企） 教育警察（警） 

12/15(月) 総務地域連携交通（総） 環境生活農林水産（環） 医療保健子ども福祉病院(子･病) 
 
○ （ ）内は、部局名。 

総：総務部・部外、 政：政策企画部、 地：地域連携・交通部、 防：防災対策部、  

医：医療保健部、子：子ども・福祉部、 環：環境生活部、 農：農林水産部、 雇：雇用経済部、 観：観光部、  

県：県土整備部、 企：企業庁、 病：病院事業庁、 教：教育委員会、  警：警察本部 

○ 審査・調査対象の部局は、当該委員会に付託される議案等の状況により、委員長の判断で開催する順序を変更

することが出来るものとする。なお、委員会の開催日は変更しない。 

○ 委員会室 総務地域連携交通常任委員会 301委員会室 

 政策企画雇用経済観光常任委員会 302委員会室 

 環境生活農林水産常任委員会 201委員会室 

 医療保健子ども福祉病院常任委員会 501委員会室 

 防災県土整備企業常任委員会 202委員会室 

 教育警察常任委員会 502委員会室 
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　令和７年 定例会日程
月 日 曜 備　　考

５月 ９日 金 休　会
代表者会議
議会運営委員会

１０日 土
１１日 日
１２日 月 休　会
１３日 火 休　会 代表者会議
１４日 水 休　会 代表者会議

１５日 木 休　会
代表者会議
議会運営委員会

１６日 金 本会議 役員選出（５月会議）
１７日 土
１８日 日
１９日 月 休　会
２０日 火 休　会
２１日 水 休　会 代表者会議
２２日 木 委員会 所管事項説明〔総務地域連携交通、環境生活農林水産〕
２３日 金 委員会 所管事項説明〔防災県土整備企業、医療保健子ども福祉病院〕
２４日 土
２５日 日
２６日 月 委員会 所管事項説明〔政策企画雇用経済観光、教育警察〕
２７日 火 休　会 議会運営委員会
２８日 水 休　会
２９日 木 委員会 特別委員会（年間活動計画策定）
３０日 金 休　会
３１日 土

６月 １日 日
２日 月 休　会

３日 火 本会議 議案上程（６月定例月会議）
議案聴取会
議会運営委員会

４日 水 休　会
５日 木 休　会
６日 金 本会議 議案質疑 議会運営委員会
７日 土
８日 日
９日 月 休　会
１０日 火 本会議 一般質問
１１日 水 休　会
１２日 木 本会議 一般質問
１３日 金 休　会
１４日 土
１５日 日
１６日 月 本会議 一般質問
１７日 火 休　会 （予算決算常任委員会総括質疑）

１８日 水 委員会
付託議案審査〔政策企画雇用経済観光、防災県土整備企業、
医療保健子ども福祉病院の各常任委員会・分科会

１９日 木 委員会
付託議案審査〔総務地域連携交通、環境生活農林水産、
教育警察の各常任委員会・分科会

２０日 金 委員会
付託議案審査〔政策企画雇用経済観光、防災県土整備企業、
医療保健子ども福祉病院の各常任委員会・分科会

２１日 土
２２日 日

２３日 月 委員会
付託議案審査〔総務地域連携交通、環境生活農林水産、
教育警察の各常任委員会・分科会〕

２４日 火 休　会 （常任委員会予備日）
２５日 水 休　会 （委員会等予備日）
２６日 木 休　会 予算決算常任委員会（採決）

２７日 金 休　会
代表者会議
議会運営委員会

２８日 土
２９日 日
３０日 月 本会議 採決（６月定例月会議）

※ 請願陳情の受理 ※文書による質問ができる期間
・ 　６月３日（火）　午後５時　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３月２２日（土）～　６月２日（月）

日　　　　　　程
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三重県議会傍聴規則の一部改正について 
 

 

 

第１ 改正の内容 

 

 社会情勢の変化等を踏まえ、傍聴席に入ることができない者及び傍聴人の守る

べき事項について、規定の整理等をするものである。 

 

 

第２ 施行期日 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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三
重
県
議
会
規
則
第 

号 

三
重
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

三
重
県
議
会
傍
聴
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
重
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

（
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

（
傍
聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
） 

第
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍

聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
九
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
傍

聴
席
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る

者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着

用
し
て
い
る
者 

一 

張
り
紙
、
ビ
ラ
、
掲
示
板
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、
旗
、

の
ぼ
り
、
垂
れ
幕
の
類
を
携
帯
し
て
い
る
者 

二 

前
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、

又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

二 

は
ち
巻
、
腕
章
、
た
す
き
、
ゼ
ッ
ケ
ン
、
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
類
を
着
用
し
、
又
は
携
帯
し
て
い
る
者
（
議

会
が
管
理
す
る
防
災
用
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
そ
の
用

途
に
応
じ
て
着
用
す
る
者
を
除
く
。
） 

 

三 

笛
、
ラ
ッ
パ
、
太
鼓
そ
の
他
の
楽
器
の
類
又
は
拡

声
器
、
ラ
ジ
オ
そ
の
他
の
音
響
装
置
の
類
を
携
帯
し

て
い
る
者 

三 

（
略
） 

四 
（
略
） 

四 

そ
の
他
会
議
を
妨
害
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
者 

五 

そ
の
他
議
事
を
妨
害
す
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る

顕
著
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
者 

２ 

議
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
傍
聴
人
に
対
し
、

係
員
を
し
て
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る

物
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
。 

２ 

議
長
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
傍
聴
人
に
対
し
、

係
員
を
し
て
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定

す
る
物
品
を
携
帯
し
て
い
る
か
否
か
を
質
問
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

（
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項
） 

（
傍
聴
人
の
守
る
べ
き
事
項
） 

第
十
条 

傍
聴
人
は
、
傍
聴
席
に
あ
る
と
き
は
、
次
の
事

項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
条 

傍
聴
人
は
、
傍
聴
席
に
あ
る
と
き
は
、
静
粛
を

旨
と
し
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

静
粛
に
す
る
こ
と
。 

 

二 

議
場
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を
表
明
し
、
又
は
議
場
に
現

在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
こ
と
。 

一 

議
場
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を
表
明
し
な
い
こ
と
。 

 

二 

は
ち
巻
、
腕
章
、
た
す
き
、
ゼ
ッ
ケ
ン
、
ヘ
ル
メ

ッ
ト
の
類
を
着
用
し
、
又
は
張
り
紙
、
旗
、
垂
れ
幕

の
類
を
掲
げ
る
等
示
威
的
行
為
を
し
な
い
こ
と
（
議

会
が
管
理
す
る
防
災
用
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
そ
の
用

途
に
応
じ
た
着
用
を
除
く
。
）
。 

 

三 

大
声
を
発
す
る
等
騒
ぎ
立
て
な
い
こ
と
。 

三 

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音

を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

四 

楽
器
の
類
、
音
響
装
置
の
類
そ
の
他
に
よ
り
騒
音

を
発
す
る
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

四 

（
略
） 

五 

（
略
） 

 

五 

そ
の
他
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍

聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

 

六 

そ
の
他
議
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
妨
害

と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

4
3



 

44



                                        

                                                          

 

三重県議会委員会傍聴規程の一部改正について 
 

 

 

第１ 改正の内容 

 

 社会情勢の変化等を踏まえ、傍聴席に入ることができない者及び傍聴人の守る

べき事項について、規定の整理等をするものである。 

 

 

第２ 施行期日 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 

資料 13  
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三重県議会訓令第 号 

   三重県議会委員会傍聴規程の一部を改正する訓令 

 三重県議会委員会傍聴規程（平成18年三重県議会訓令第7号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。  

 改  正  後 改  正  前 

（委員会室に入ることができない者）  （委員会室に入ることができない者）  

第10条  次の各号のいずれかに該当する者は、委

員会室に入ることができない。  

第10条  次の各号のいずれかに該当する者は、委

員会室に入ることができない。  

(1) ビラ、幕、たすきその他の委員会室に現在

する者に対して威勢を示すために使用され

るおそれがあると認められる物を携帯し、又

は着用している者  

(1) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、

のぼり、垂れ幕の類を携帯している者  

(2) 前号に規定する物のほか、委員会を妨害

し、又は他の傍聴人の傍聴を妨害するおそれ

があると認められる物を携帯している者   

(2) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメ

ットの類を着用し、又は携帯している者（議

会が管理する防災用のヘルメットをその用

途に応じて着用する者を除く。）  

 (3) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類又は拡

声器、ラジオその他の音響装置の類を携帯し

ている者  

(3) （略）  (4) （略）  

(4) その他委員会を妨害することが明らかで

あると認められる者  

(5) その他議事を妨害することを疑うに足り

る顕著な事情が認められる者  

2  委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対

し、係員をして、前項第 1号及び第 2号に規定す

る物を携帯しているか否かを質問させることが

できる。  

2  委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対

し、係員をして、前項第 1号から第 3号までに規

定する物品を携帯しているか否かを質問させる

ことができる。  

3  （略）  3  （略）  

（傍聴人の守るべき事項）  （傍聴人の守るべき事項）  

第11条  傍聴人は、傍聴するときは、次の事項を

守らなければならない。  

第11条  傍聴人は、傍聴するときは、静粛を旨と

し、次の事項を守らなければならない。  

(1) 静粛にすること。   

(2) 委員会室における言論に対して拍手その

他の方法により公然と可否を表明し、又は委

員会室に現在する者に対して威勢を示さな

いこと。  

(1) 委員会室における言論に対して拍手その

他の方法により公然と可否を表明しないこ

と。  

 (2) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメ

ットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕

の類を掲げる等示威的行為をしないこと（議

会が管理する防災用のヘルメットのその用

途に応じた着用を除く。）。  

 (3) 大声を発する等騒ぎ立てないこと。  

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音

を発しないようにすること。  

(4) 楽器の類、音響装置の類その他により騒音

を発する行為をしないこと。  

(4) （略）  (5) （略）  

(5) その他委員会を妨害し、又は他の傍聴人の

傍聴を妨害するような行為をしないこと。  

(6) その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の

妨害となるような行為をしないこと。  

   附 則 

 この訓令は、令和 7 年 4 月 1 日から施行する。 
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